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　４月１日採用の会計年度任用職員を募集します。希望者は
各担当課に備え付けの申込書（看護師・保健師は履歴書）に必
要事項を書き、担当課へ提出してください。令和２年４月か
ら嘱託職員と臨時職員が「会計年度任用職員」に変わります。

子どもの人権オンブズパーソン調査相談専門員
　子どもの権利条約の普及と、いじめや虐待など子どもの人
権問題の解決に取り組む人を２人。
対象：次のいずれかを満たす人。①教育・法律・心理・福祉・社
会学に関する大学院修士課程を修了、または令和２年３月末
までに修了見込み②学校教育法に基づく４年制大学を卒業、
または令和２年３月末までに卒業見込みで子どもに関わる活
動経験が３年以上ある▷試験日：２月 21 日㈮▷受け付け：
２月 12 日㈬まで、詳しくは募集要項を確認▷担当：市役所
５階の子どもの人権オンブズパーソン事務局 （740）1235

４月１日から市役所などで働く 高額医療・高額介護合算制度の申請はお早めに

市政運営を支える
会計年度任用職員を募集

医療・介護の
限度額超過分費用を支給
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伊丹市立産業・情報センター
（公共交通機関で来場）

表１　確定申告の会場（３月 16日まで）
申告相談会場 受け付け日時 申告書の交付 申告書の受け付け

市役所７階会議室

伊丹税務署

〇 〇 〇

× × 〇
× 〇 〇

２月17日㈪～３月16日㈪の平日と、
２月 24 日㉁、３月１日㈰の午前９
時―午後４時（混雑状況により、早
く締め切る場合あり）

２月 12 日㈬・13 日㈭の午前９時―
午後４時と 14 日㈮午前９時―正午

平日の午前８時半―午後５時

表２　市・県民税の受け付け
対象と場所 受け付け日時

２月 17 日㈪～３月 16 日㈪
の平日午前９時―午後５時
半

確定申告をする人は申告不要。必要と思われる人に、２月上旬に申告書
を発送しますので、期限までに提出してください（郵送可）。なお、確定申
告の相談・受け付けはしません

▶収入があった人
市役所２階の市民税課

▶収入がなかった人
同１階の国民健康保険課
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　配当所得・株式譲渡所得などがある場合、申告
方法を選ぶことができます。
▶源泉徴収で納税を終わらせる
　国民健康保険税と後期高齢者医療保険料の算定
対象となりません。ただし、確定申告をせず、市・
県民税の申告をした場合は算定の対象となります。
▶確定申告を行う
　合計所得金額に加算されるため、保険税（料）
の算定対象となります。ただし、３月 16 日㈪ま
でに市役所２階の市民税課に届け出れば、算定外
とすることができます。

国民健康保険・後期高齢者医療制度
加入者の皆さんへ

問い合わせ　市民税課 （740）1132、国民健康保
険課 （740）1170、医療助成・年金課 （740）1108

確定申告は
パソコンやスマホで

e-Tax
下記からアクセス

就労支援員
　生活保護受給者の就労支援業務を行う人を１人。
対象：普通自動車運転免許を持ち、パソコン（ワードとエクセ
ル）が使用でき、次のいずれかを満たす人。①就労相談業務の
経験が１年以上ある②社会福祉主事任用資格があり、行政機
関や福祉施設、医療機関などで相談業務経験が１年以上ある
▷試験日：２月 14 日㈮▷受け付け：２月 12 日㈬まで。詳し
くは募集要項を確認▷担当：市役所２階の生活支援課 （740）
1173
公民館の専門事務
　市内の公民館で事務を行う人を１人。
対象：パソコン（ワードとエクセル）が使用でき、社会教育に
意欲がある人▷試験日：２月 23 日㈷▷受け付け：２月３日
㈪～ 14 日㈮、詳しくは募集要項を確認▷担当：キセラ川西
プラザ３階の川西公民館 （758）0103
保健センターの看護師・保健師
　保健センターで検診・健診をする看護師と保健師の登録
を随時受け付けています。
対象：看護師または保健師免許を持つ人▷担当：保健セン
ター （758）4721

問い合わせ
国民健康保険加入者…国民健康保険課 （740）2006
後期高齢者医療保険加入者…県後期高齢医療広域連合 078
（326）2023
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自己負担限度額は、各保険の案内冊子（送付済）か
市ホームページで確認できます
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申告方法で算定対象が変わります

　国民健康保険と後期高齢者医療制度で、令和元年７月 31
日までの１年間で医療・介護の自己負担額（注１）が、年間
の自己負担限度額を超えた場合、申請すると超過額が支給さ
れます（注２）。
　自己負担限度額は、７月に送付した「国保ガイドブック」「後
期高齢者医療の概要」または市ホームページなどから確認で
きます。
対象者には案内を送付します
　国民健康保険の対象者には２月下旬、後期高齢者医療制度
の対象者には３月中旬に案内を送付予定です。
　対象期間中に加入保険が変わっている場合は送付できませ
ん。
　自己負担の合計額が高額になっていると思われる場合は、
国保加入者は国民健康保険課給付担当、後期高齢者医療保険
加入者は県後期高齢者医療広域連合へ。

注１　高額療養費などの支給がある場合は、その支給額を差
し引いた負担額。
注２　500 円以下は対象外。住民票上同じ世帯でも、加入し
ている健康保険が異なる場合は、別世帯となり合算できませ
ん。


